
３．施設整備計画の目標

（１）　老朽化対策を図る整備

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を

（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

（３）　教室不足の解消等を図る整備

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

・脱炭素社会への取組みとして、改築及び長寿命化改修工事に併せて太陽光発電及び蓄電池設備
を設置する。（大山小学校、三島中学校）

（様式２）

・築40年以上経過した校舎において、建物の耐久性を高め長寿命化を図るために、構造体の劣化
対策及びライフラインの更新等を行う。（三島中学校）

　　引用することができる項目

・体育館の耐力度調査をした結果、危険建物と判定され構造上危険な状態であることが分かったため
改築工事を実施する。（大山小学校）



４．域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

（１）　現在の学校等の整備状況

小学校 17 校

中学校 8 校

義務教育学校 2 校

中等教育学校（前期課程） 校

特別支援学校（小学部及び中学部） 校

幼稚園等（特別支援学校の幼稚部を含む。） 園

高等学校等（特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。） 校

教員及び職員のための住宅 戸

学校給食施設 単独校調理場 1 箇所

共同調理場 3 箇所

スポーツ施設 学校水泳プール 24 箇所

学校武道場 5 箇所

社会体育施設 34 箇所

（２）　整備に関する計画の策定状況

個別施設計画※１

国土強靱化地域計画※２

※１ インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日）に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合（学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等）には、「策定済」とすることができることとする。

※２ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成25年法律第95号）

有

有 令和３年３月

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

学校等 学校等

計画名 策定の有無 策定年月日

令和２年３月



５．施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

目標達成状況を評価するための指標を検討する。期間終了後、指標に基づく評価を実施する。



（様式３）

６．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

（㎡、箇所等）
うち、
補助対象
面積等

（千円）
うち、対象内
実工事費
（千円）

大山小学校（第Ⅰ期工事） （２） 危険改築 屋 Ｓ R6.9～R7.9 1,215 237 805,413 129,394 令和６年度 負担金併行

大山小学校（第Ⅰ期工事） （４） 太陽光発電等 - - R6.9～R7.9 71 1.7 73,000 730 令和６年度 負担金併行

大山小学校（第Ⅱ期工事） （２） 危険改築 屋 Ｓ R6.9～R7.10 1,215 554 805,413 301,920 令和７年度 負担金併行

大山小学校（第Ⅱ期工事） （４） 太陽光発電等 - - R6.9～R7.10 71 70.3 73,000 72,270 令和７年度 負担金併行

三島中学校（第Ⅰ期工事） （１） 長寿命化事業 校 Ｒ R8.1～R9.1 2,059 309 738,658 97,245 令和７年度

三島中学校（第Ⅰ期工事） （４） 太陽光発電等 - - R8.1～R9.1 34.2 1.3 45,560 456 令和７年度

計

（参考）負担金事業

大山小学校 ― 屋 Ｓ R6.9～R7.10 1,215 424 805,413 137,293 令和７年度

事業実施
年度
（予定）

備考学校等の名称 目標

整備方針
事業全体の整備面積等
【負担金事業を含む】

事業全体の概算工事費
【負担金事業を含む】


